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景観保全事業 

風景育成事業 

施策の分野 

人をひきつ
ける快適
な県づくり 

該当する施策 

市街地の活性化
と快適な都市空

間の想像 

施策の展開 

ゆとりある住
環境の形成 

達成目標 

ふるさとの⾒える丘認定数 
75(H34)  

 
 

※中核市の⻑野市を含む 

屋
外
広
告
物
条
例 

屋
外
広
告
物
法 

信州の景観の骨格や顔となるような地域を指定
し、きめ細やかで、総合的な景観育成を図る。 
地域ごとのきめ細やかな基準により、景観育成を
図ることが出来る地区を指定し、地域の⾃律的な
取組を支援 

景観法、⻑野県景観条例、屋外広告物法及
び⻑野県屋外広告物の適正な執⾏を図りつ
つ、地域の良好な景観を保全するほか、地域主
体の景観育成を推進する。 

地域景観整備事業(修景事業補助) 

県内における公共案内標識（主として歩⾏者
用）に関する基本的な仕様・基準を示す。「⻑
野県公共案内標識整備指針」 

地域の特性を活かし、地域に根ざし、かつ、広域
的な観点から調和のとれた景観の育成を推進す
る。 

地域景観協議会の運営 
景観育成住⺠協定の推進 

⾏為に対する勧告、変更命令 

屋外広告物規制地域の指定及び規制に係る業
務及び市町村職員等を対象とした講習会当の
開催 

誇
り
や
郷
土
愛
を
醸
成
す
る
人
材
の
育
成 

景観育成重点地域指
定事業(4 地区) 
景観育成特定地区指
定事業(0 地区) 

公共サイン管理 

景観法に基づく届出・
指導 

屋外広告物条例に基
づく規制等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⻑
野
県
景
観
育
成
方
針 

 
⻑
野
県
景
観
計
画 

 
 
 
 
 

景
観
法
・
景
観
条
例 

屋外広告物対策推進事業 

景観の育成に関する重要事項について、知事
の諮問に応じて調査審議を⾏う。 
(⻑野県景観条例第 34 条) 

景観審議会運営 

 
 
 
 
 
 

歴
史
や
文
化
と
調
和
し
た
景
観
の
保
全 

 
 
 
 
 

ゆ 
と 
り 
あ 
る 
住 
環 
境 
の 
形 
成 

景観届出事務の景観影響評価制度検討 

⻑野県景観審議会(住宅総務費) 

景観⾏政団体移⾏支
援事業(55 市町村) 

魅⼒を世界にアピール
する 

信州･ふるさと風景の魅⼒を⼤都市圏などに発
信するとともに、都市と農山村との連携を深める 

多彩な風景の魅⼒を地域住⺠が再発⾒･再認
識し、内外の人々がその魅⼒を味わえるよう、さ
らに磨き上げ、その活用につなげていく 

信州らしさを実感でき
る風景づくり 

信州ふるさとの⾒える丘認定事業 

ふるさと信州風景百選活用事業 

農
村
景
観
育
成
方
針 

景観⾏政団体移⾏を目指す市町村に対し、情
報提供や助言の実施。 

景観関係施策体系 
 

 

 

  

歴まち
関係法 

歴史的風致維持向上計画策定への助言及び
各地の歴史まちづくりの連携に係る支援 

歴史まちづくり関連法に
基づく市町村等の支援 

歴史まちづくり支援事業 
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⾼社⼭麓・千曲川下流域 
景観育成重点地域 

国道 147 号・148 号沿道 
景観育成重点地域 

浅間⼭麓景観育成 
重点地域 

上田市:７ 

軽井沢町:１ 

野沢温泉村:１ 
飯山市:６ 

木島平村:１ 

山ノ内町:１ 
(飯綱町):１ 中野市︓1 

(白馬村):10

高山村:１ 
 ⻑野市:２ 須坂市:21 

千曲市:１ 大町市:２ 

池田町:４

松川村:１ 

安曇野市:25 
御代田町:２ 

佐久市:５ 松本市:１ 

(⻑和町):１ 
下諏訪町:４ 

塩尻市:４ 
(岡谷市):２ 

諏訪市:３ (原村):２ 
(⾠野町):１ 木祖村:１ 

小布施町:１ 

東御市:２ 

小海町:１ 

箕輪町:１ 
(富⼠⾒町):１ (木曽町):9 

南箕輪村:１ 八ヶ岳⼭麓 
景観育成重点地域 

伊那市:13 
宮田村:１ 

⼤桑村:１ 

小諸市:6 

駒ヶ根市:９ 

飯島町:4 

(南木曽町) 

飯田市:３ 

高森町:２

阿智村:１ 

(上松町) 

(小谷村) 

(松川町) 

 
 

県内の景観⾏政団体等の状況 
（平成 31 年 1 月 1 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡例 
 景観⾏政団体である市町村(23) 

⻑野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪
市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ケ根市、
飯山市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野
市、下諏訪町、箕輪町、飯島町、南箕輪
村、宮田村、高森町、小布施町、高山村、
山ノ内町 

 景観⾏政団体への移⾏を準備・検
討している市町村(13) 

岡⾕市、⻑和町、原村、富⼠⾒町、⾠野
町、飯島町、松川町、上松町、南木曽町、
木曽町、白馬村、小⾕村、飯綱町 

 景観育成重点地域(4) 
 景観育成特定地区(0) 

:３ 景観育成住⺠協定地区数(168) 


